
 
 

第 １ 章  委 員 会 関 係 

 

 人事委員会は、地方公務員法第７条第１項の規定に基づく条例により設置された中

立的かつ専門的な人事機関であり、３人の委員で構成される合議体の執行機関である。 

 人事委員会の権限は、職員の採用及び昇任に係る競争試験及び選考の実施、給与等

に関する調査・研究及び報告・勧告、勤務条件に関する措置要求及び不利益処分に関

する審査請求についての審査、労働基準監督業務としての職権行使など、人事行政全

般にわたるものである。 

 人事委員会は、人事委員会会議規則に基づき、定例会及び臨時会を開催している。

令和元年度は、定例会を２４回、臨時会を５回開催した。 

                                               

１ 人事委員会の構成及び運営 

 (1) 人事委員会委員 

   委員は、知事が議会の同意を得て選任し、任期は４年である。 
 

職 名 氏  名 在任期間 前職等 

委員長  武 笠 正 男 平成30.3.31～ 

[委員長在任 平成30.4.2～ ] 

(現)弁護士 

委 員  森 谷 弘 史  平成30.12.27～ (現)マレリ㈱会長 

 

委 員  小 島 貴 子  平成27.12.28～令和元.12.27 (現)東洋大学理工学部生体医工学科准教授 

委 員  関 口 和 代  令和元.12.28～ (現)東京経済大学経営学部教授 

 

 (2) 委員会の開催状況 

      委員会の開催状況は、次のとおりである。 

    年月 

区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計 

回 

数 

定例会 ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２４

臨時会       ２ １  １   １ ５

計 ２ ２ ２ ２ ２ ４ ３ ２ ３ ２ ２ ３ ２９

付 

議 

事 

項 

議 決 ６ ４ ２ ６ ４ ６ ７ ９ ６ ８ １２ ２４ ９４

協 議    １ ２ ５ ２ １ ３   ４ １８

報 告 ５ １  ２ ３ ３  ４ ４ ３ ４ ３ ３２

その他 １     ２  ２  １  ６

計 １２ ５ ２ ９ ９ １６ ９ １６ １３ １２ １６ ３１ １５０

31 年 2 年 元年 



 
 

２ 事務局の組織及び事務分掌 

（令和２年４月１日現在） 

 

(1) 組織図 

                          <総務担当> 

                              主査１※、主事１※、会計年度任用職員１ 

             総務給与課長  副課長      ※労働委員会事務局の総務担当を併任 

                

 

 

                          <給与制度担当> 

                          主幹１ 主査２、主任１、主事３ 

 

事務局長  副事務局長 

 

 

 

                          <審査相談担当> 

                          主幹１ 主査２※、主任１、主事１ 

                              ※ ボイラー等担当主査１名（本務河川砂防課） 

 

 

                          <採用試験担当> 

             任用審査課長       主幹１ 主査２、主任１、主事４、 

                              会計年度任用職員１ 

 

 

                          <昇任試験担当> 

                          主幹１ 主査２ 

                                                    

(副事務局長兼務) 



 
 

 (2) 事務分掌 
 

 《総務給与課》 

  〈総務担当〉 

  １ 人事委員会（以下「委員会」という。）の会議に関すること。 

  ２ 委員会の広聴及び広報に関すること。 

  ３ 事務局の組織、人事、給与及び服務等に関すること。 

  ４ 委員会の委員等の位勲、褒賞及び表彰に関すること。 

  ５ 委員会の予算、決算、会計及び物品の管理に関すること。 

  ６ 委員会の公印の管理に関すること。 

  ７ 委員会の文書の収受、発送及び編さん保存に関すること。 

  ８ 人事行政の運営の状況及び業務の状況の報告に関すること。 

  ９ その他、他の担当の所掌に属しない事務に関すること。 

 

 

  〈給与制度担当〉 

  １ 職員給与実態調査に関すること。 

  ２ 民間給与実態調査に関すること。 

  ３ 給料表及び給与に関する報告及び勧告その他給与に関すること。 

  ４ 職員の給与に関する条例の制定又は改廃に関する意見の申出に関すること。 

  ５ 給与の支払の監理に関すること。 

  ６ 人事評価に関すること。 

 

 

 



 
 

  

 《任用審査課》 

  〈審査相談担当〉 

  １ 勤務時間、休暇その他の勤務条件（他の担当の所掌するものを除く。）に関す 

   ること。 

  ２ 分限、懲戒、服務及び退職管理に関すること。 

  ３ 職員に関する条例の制定又は改廃に関する意見の申出（他の担当の所掌するも 

   のを除く。）に関すること。 

  ４ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の審査に関すること。 

  ５ 不利益処分に関する審査請求の審査に関すること。 

  ６ 職員からの苦情相談の総括に関すること。 

  ７ 職員団体に関すること。 

  ８ 地方公務員法第５８条第５項の規定に基づく労働基準監督機関の職権の行使に 

   関すること。 

  ９ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律第 

   ５条第２項の規定に基づく審査に関すること。 

  10 職員の退職手当に関する条例第２１条第１項の規定に基づく調査審議に関する 

   こと。 

 

 

  〈採用試験担当〉 

  １ 人事記録の管理及び人事に関する統計（他の担当の所掌するものを除く。）の 

   作成に関すること。 

  ２ 競争試験、選考その他の任用（他の担当の所掌するものを除く。）に関するこ 

   と。 

  ３ 任用候補者名簿（他の担当の所掌するものを除く。）に関すること。 

  ４ 試験制度等の調査研究に関すること。 

  ５ 人物試験委員に関すること。 

 

 

  〈昇任試験担当〉 

  １ 主査級昇任試験及び研修に関すること。 

  ２ 昇任選考等に関すること。 

 

 

 



３　委員会の議決事項

　令和元年度人事委員会の議決事項は、次のとおりである。

開催期日・回数

 平３１．４．１１ 1 平成３０年（不）第１号事案について

（第１回定例会） 2 審査請求について

 平３１．４．２４ 1 職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則について

（第２回定例会） 2 職員の任用に関する規則の一部を改正する規則について

3 平成３１年度職員採用試験の実施について

4 労働基準監督機関の職権行使について

 令元．５．３０ 1 令和元年度障害者を対象とした埼玉県職員採用選考の実施について

（第４回定例会） 2 平成３０年（不）第１号事案について

3 平成３１年（不）第１号事案について

4 審査請求について

 令元．６．１３ 1 採用候補者の選考について

（第５回定例会）

 令元．６．２７ 1 採用候補者の選考について

（第６回定例会）

 令元．７．４ 1 採用候補者の選考について

（第７回定例会）

 令元．７．２４ 1 人事行政の運営等の状況に関する報告について

（第８回定例会） 2 昇任候補者の選考について

3 平成３０年（不）第１号事案について

4 平成３１年（不）第１号事案について

5 平成３１年（不）第２号事案について

 令元．８．９ 1 審査請求について

（第９回定例会） 2 平成３０年（不）第１号事案について

 令元．８．２２ 1 昇任候補者の選考について

（第１０回定例会） 2
２０１９（令和元）年度埼玉県職員採用上級試験等の最終合格者の決定及
び採用候補者名簿の作成について

 令元．９．５ 1 昇任候補者の選考について

（第１１回定例会） 2 労働基準監督機関の職権行使について

 令元．９．１２ 1 平成３１年（不）第１号事案について

（第１回臨時会）

 令元．９．１９ 1 労働基準監督機関の職権行使について

（第１２回定例会）

 令元．９．２６ 1 令和元年（不）第３号事案について

（第２回臨時会） 2 平成３０年（不）第１号事案について

議　　決　　事　　項



開催期日・回数 議　　決　　事　　項

 令元．１０．３ 1 令和元年（不）第２号事案について

（第１３回定例会） 2 退職手当の返納命令処分に係る諮問について

 令元．１０．１０ 1 退職手当の支給制限処分に係る諮問について

（第３回臨時会）

 令元．１０．２３ 1 職員の給与等に関する報告、勧告及び意見について

（第１４回定例会） 2
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第１０条第１項に掲げる職務の
級への昇格について

3 昇任候補者の選考について

4
職務に専念する義務の特例に関する規則第２条第１３号の規定に基づく承
認について

 令元．１１．７ 1 労働基準監督機関の職権行使について

（第１５回定例会） 2 労働基準監督機関の職権行使について

3 平成３０年（不）第１号事案について

4 平成３１年（不）第１号事案について

 令元．１１．２１ 1
２０１９（令和元）年度埼玉県職員採用初級試験等の最終合格者の決定及
び採用候補者名簿の作成について

（第１６回定例会） 2 令和元年（不）第２号事案について

3 令和元年（不）第３号事案について

4 労働基準監督機関の職権行使について

5 労働基準監督機関の職権行使について

 令元．１２．５ 1 令和元年（不）第３号事案について

（第１７回定例会）

 令元．１２．１２ 1 退職手当の支給制限処分に係る諮問について

（第４回臨時会） 2 労働基準監督機関の職権行使について

3
２０１９（令和元）年度埼玉県経験者職員採用試験の最終合格者の決定及
び採用候補者名簿の作成について

 令元．１２．１９ 1 平成３１年（不）第１号事案について

（第１８回定例会） 2
学校職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則に係る協議に
ついて

 令２．１．８ 1 職員の給与に関する条例の一部改正に伴う人事委員会規則の改正について

（第１９回定例会） 2 教育職員の給料の調整額に関する規則の改正に係る協議について

 令２．１．２３ 1 職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則について

（第２０回定例会） 2 令和元年（不）第３号事案について

3 令和元年（不）第２号事案について

4 措置要求について

5 労働基準監督機関の職権行使について

6
令和２年度埼玉県警察官（巡査）採用試験事務の警察本部長への委任につ
いて



開催期日・回数 議　　決　　事　　項

 令２．２．１０ 1 令和２年度埼玉県警察官（巡査）採用試験実施計画の承認について

（第２１回定例会） 2 採用候補者の選考について

3 昇任候補者の選考について

 令２．２．２１ 1
職務に専念する義務の特例に関する規則第２条第１３号の規定に基づく承
認事項の除外について

（第２２回定例会） 2 埼玉県議会からの意見照会に対する回答について

3 平成３１年（不）第１号事案について

4 令和２年度埼玉県職員採用試験の実施について

5 特定任期付職員の承認について

6 採用候補者の選考について

7 昇任候補者の選考について

8 昇任候補者の選考について

9 転任の承認について

 令２．３．５ 1 公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則について

（第２３回定例会） 2 任期付職員の採用について

3 昇任候補者の選考について

4 平成３１年（不）第１号事案について

 令２．３．１２ 1 管理職手当に関する規則の一部を改正する規則について

（第５回臨時会） 2 令和元年（不）第２号事案について

3 令和元年（不）第３号事案について

4 労働基準監督機関の職権行使について

5 採用候補者の選考について

 令２．３．２３ 1 住居手当に関する規則の一部を改正する規則等について

（第２４回定例会） 2 学校職員の給与関係規則の改正等に係る協議について

3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則に基づく承認について

4 職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則について

5 職員の勤務時間、休暇等に関する規則に基づく承認について

6 平成３０年（不）第1号事案について

7 平成３１年（不）第1号事案について

8 措置要求について

9 埼玉県人事委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令について

10 採用候補者の選考について

11 採用候補者の選考について

12 昇任候補者の選考について

13 転任の承認について

14 職員の懲戒処分について

15 人事委員会事務局職員の人事発令について



４　条例案に対する意見

意見提出
年 月 日

議案番号 件　　　名 条例の概要 意　　見

令和元年12月
定例会

第124号議案

職員の給与に関す
る条例等の一部を
改正する条例

令和元年10月23日付
けの埼玉県人事委員
会の職員の給与につ
いての勧告を踏ま
え、職員の給与を改
定するものである。

令和元年12月
定例会

第125号議案

職員の特殊勤務手
当に関する条例の
一部を改正する条
例

令和元年10月23日付
けの埼玉県人事委員
会の意見に基づき、
職員の特殊勤務手当
を改定するものであ
る。

令和元年12月
定例会

第126号議案

学校職員の給与に
関する条例及び義
務教育諸学校等の
教育職員の給与等
に関する特別措置
に関する条例の一
部を改正する条例

令和元年10月23日付
けの埼玉県人事委員
会の職員の給与につ
いての勧告を踏ま
え、学校職員の給与
を改定するものであ
る。

令2.2.21 令和2年2月
定例会

第36号議案

学校職員の勤務時
間、休暇等に関す
る条例の一部を改
正する条例

公立学校の教育職員
の業務量の適切な管
理その他教育職員の
服務を監督する教育
委員会が教育職員の
健康及び福祉の確保
を図るために講ずべ
き措置に関する指針
（文部科学省告示）
の制定に伴い、教育
職員の業務量の適切
な管理等について、
教育職員の服務を監
督する教育委員会の
定めるところにより
行うこととする規定
を設けるものであ
る。

適当であると認めます。

　地方公務員法第５条第２項の規定に基づき、職員に適用される基準の実施その他職員に関する
事項を定める条例案に対し、次のとおり意見を提出した。

令元.12.6
いずれも適当であると認めま
す。



規則番号 公布年月日
(施行・適用年月日）

件　　　名 概　　　要

6-93
令元．５．７
(令元.5.7施行)

職員の任用に関する規
則の一部を改正する規
則

経験者職員採用試験の試験職種につ
いて、「農業」を追加する改正を行
う。

7-1019
平３１．４．２６
（令元.5.1施行）

職員の特殊勤務手当に
関する規則の一部を改
正する規則

天皇の退位等に関する皇室典範特例
法の施行に伴い、所要の改正を行
う。

7-1020
令元．１１．２９
（令元.12.14施行）

期末手当及び勤勉手当
に関する規則の一部を
改正する規則

地方公務員法の改正に伴い、所要の
改正を行う。

7-1021
令元．１２．２４
（令元.12.24施行）

期末手当及び勤勉手当
に関する規則の一部を
改正する規則

勤勉手当の支給月数の引上げに伴う
改正を行う。

7-1022
令元．１２．２４
（令元.12.24施行）

初任給、昇格、昇給等
の基準に関する規則の
一部を改正する規則

給料表水準の引上げ改定に伴い、昇
格時の号給対応に変更が生じるた
め、昇格時号給対応表の改正を行
う。

7-1023
令２．１．２８
（令2.4.1施行）

農林業普及指導手当に
関する規則の一部を改
正する規則

一定率を調整した給料表の導入後も
給与水準を維持するため所要の改正
を行う。

7-1024
令２．１．２８
（令2.4.1施行）

給料の調整額に関する
規則の一部を改正する
規則

一定率を調整した給料表の導入後も
給与水準を維持するため所要の改正
を行う。

7-1025
令２．３．１７
（令2.3.19施行）

管理職手当に関する規
則の一部を改正する規
則

人事異動に伴い、所要の改正を行
う。

7-1026
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

管理職手当に関する規
則の一部を改正する規
則

組織改正等に伴い、所要の改正を行
う。

7-1027
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

給料表の適用範囲に関
する規則の一部を改正
する規則

組織改正等に伴い、所要の改正を行
う。

7-1028
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

期末手当及び勤勉手当
に関する規則等の一部
を改正する規則

勤勉手当の支給月数の変更及び会計
年度任用職員の設置による給与条例
の改正等に伴い改正を行う。

　人事委員会が制定した人事委員会規則は、次のとおりである。

５　人事委員会規則の制定・改廃状況



規則番号 公布年月日
(施行・適用年月日）

件　　　名 概　　　要

7-1029
令２．３．３１
（令2.3.31施行）
(一部令2.4.1施行)

初任給、昇格、昇給等
の基準に関する規則の
一部を改正する規則

組織改正等に伴い、所要の改正を行
う。

7-1030
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

住居手当に関する規則
の一部を改正する規則

職員の給与に関する条例等の一部を
改正する条例（令和元年改正条例）
に伴う住居手当に係る規定の整備等
を行う。

7-1031
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

職員の特殊勤務手当に
関する規則の一部を改
正する規則

職員の特殊勤務手当に関する条例の
一部改正に伴い、変則勤務手当の支
給対象となる業務について規定す
る。

7-1032
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

令和元年改正条例附則
第五項の規定による住
居手当に関する規則

令和元年改正条例附則第五項におい
て、住居手当が２，０００円を超え
て減額となる職員に対して設けた経
過措置について、適用対象となる職
員及び家賃の月額が変更になった場
合の取扱い等について人事委員会規
則で定めることとされたため、新た
に規則を制定する。

12-135
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

管理職員等の範囲を定
める規則の一部を改正
する規則

組織改正に伴う職の新設及び廃止に
対応するため、所要の改正を行う。

13-51
令２．１．３１
（令2.4.1施行）

職員の勤務時間、休暇
等に関する規則の一部
を改正する規則

東京オリンピック・パラリンピック
競技大会の運営業務その他任命権者
が特に必要と認めた業務に従事する
職員で、委員会の承認を得たものに
ついて、令和２年限り、夏季休暇の
対象期間を拡大する。

13-52
令２．３．２７
（令2.4.1施行）

職員の勤務時間、休暇
等に関する規則の一部
を改正する規則

（１）勤務時間の割振り変更につい
て、制度利用の対象者に障害を有す
る職員等を追加し、併せてコアタイ
ムを短縮するほか所要の改正を行う
（２）会計年度任用職員の勤務時
間、休暇等について、病気休暇の日
数を拡大するほか、常勤の職員に準
じる制度とするため所要の改正を行
う
（３）職務の特殊性により、規則の
定めにより難い場合の会計年度任用
職員の勤務時間、休暇等について、
委員会の承認を得て任命権者が別途
定めることができる規定を追加す
る。

17-35
令２．３．１０
(令2.4.1施行)

公益法人等への職員の
派遣等に関する規則の
一部を改正する規則

別表第二に「一般社団法人埼玉県ラ
グビーフットボール協会」を追加
し、「公益財団法人けやき文化財
団」及び「公益財団法人ラグビー
ワールドカップ２０１９組織委員
会」を削除する改正を行う。



６　通知の制定・改廃状況

文書番号 公布年月日
(施行・適用年月日）

件     名 概     要

人委第44号
平３１．４．２３
（令元.5.7施行）

「職員の任用に関する規
則の運用について」の一
部改正について

職員採用試験における合格者への書
面による通知を最終合格者のみに簡
素化するため所要の改正

人委第48号
平３１．４．２６
（令元.5.1施行）

「特殊勤務手当における
警察業務手当の取り扱い
について」の一部改正に
ついて

天皇の退位等による職員の特殊勤務
手当に関する規則の一部改正に伴う
改正

人委第298号
令元．８．３０
（令元.9.1施行）

「退職手当の調整額に係
る職員の区分に関する規
則の運用について」の一
部改正について

平成３１年４月１日から育児休業任
期付学校職員等が任用されているこ
とに伴い、「臨時的に任用されてい
る学校職員」について文言整理

人委第364号
令元．９．２６

（令元.10.1施行）
「通勤手当の運用につい
て」の一部改正について

消費税法等の一部改正に伴い新たに
通勤のため負担する運賃等の額が発
生するため、その運賃等を含めて通
勤手当を支給できるよう改正

人委第568号
令元．１２．２４
（令元.12.24施行）
（平31.4.1適用）

給料の調整額に関する規
則の調整基本額について

令和元年給与改正条例の施行による
引上げ後の給料表について調整基本
額の上限額（給料月額の４．５％）
を規定

人委第615-1号
令２．１．２８
（令2.4.1施行）

「地域手当の運用につい
て」の一部改正について

時間外勤務手当等における勤務一時
間当たりの給与額の算出について、
地域手当の支給割合の見直し後も現
行の水準を維持するため所要の改正

人委第615-2号
令２．１．２８
（令2.4.1施行）

「期末手当及び勤勉手当
の支給について」の一部
改正について

期末手当及び勤勉手当基礎額の算出
について、地域手当の支給割合の見
直し後も現行の水準を維持するため
所要の改正

人委第750号
令２．３．１８
（令2.3.18施行）
（令2.1.28適用）

「職員の特殊勤務手当の
運用について」の一部改
正について

「新型コロナウイルス感染症」につ
いて、防疫業務手当の支給対象とす
るよう改正

人委第778-1号
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

「給料表の適用範囲に関
する規則の運用につい
て」の一部改正について

人事異動に伴う改正

人委第778-2号
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

「管理職手当に関する規
則の運用について」の一
部改正について

組織改正に伴う改正

人委第778-3号
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

給料の調整額に関する規
則の調整基本額について

「給料の調整額に関する規則」の改
正に伴う規定整備

人委第778-4号
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

「期末手当及び勤勉手当
の支給について」の一部
改正について

「期末手当及び勤勉手当に関する規
則」の改正に伴う規定整備

人委第778-5号
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

「勤勉手当の成績率の運
用について」の一部改正
について

懲戒処分及び訓告その他の矯正措置
を受けた職員の成績率について所要
の改正

人委第778-6号
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

「退職手当の調整額に係
る職員の区分に関する規
則の運用について」の一
部改正について

地方公務員法の改正に伴う規定整備



文書番号 公布年月日
(施行・適用年月日）

件     名 概     要

人委第778-7号
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

令和元年改正条例附則第
５項の規定による住居手
当に関する規則の運用に
ついて

「令和元年改正条例附則第５項の規
定による住居手当に関する規則」の
制定に伴い、令和２年３月２日から
同規則施行日までに住居手当に係る
家賃の月額等に変更があった場合に
経過措置の適用除外となる職員を規
定

人委第778-8号
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

「扶養手当の運用につい
て」の一部改正について

（１）災害時等の職員の責めに帰す
ることができない事由により、届出
を行うことができないと認められる
期間を除き、要件具備等の事実が生
じた日から１５日以内に提出された
ときは、事実の生じた日の翌月（そ
の日が月の初日であるときは、その
日の属する月）から支給開始または
増額改定とするため所要の改正
（２）手当額の段階的な見直しの終
了に伴う規定整備
（３）行９級以上職員等の配偶者及
び父母等に対する手当支給の廃止に
伴う届出様式の改正

人委第778-9号
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

「住居手当の運用につい
て」の一部改正について

災害時等の職員の責めに帰すること
ができない事由により、届出を行う
ことができないと認められる期間を
除き、要件具備等の事実が生じた日
から１５日以内に提出されたとき
は、事実の生じた日の翌月（その日
が月の初日であるときは、その日の
属する月）から支給開始または増額
改定とするため所要の改正

人委第778-10号
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

「通勤手当の運用につい
て」の一部改正について

（１）災害時等の職員の責めに帰す
ることができない事由により、届出
を行うことができないと認められる
期間を除き、要件具備等の事実が生
じた日から１５日以内に提出された
ときは、事実の生じた日の翌月（そ
の日が月の初日であるときは、その
日の属する月）から支給開始または
増額改定とするため所要の改正
（２）下総利根大橋の無料化等に伴
う規定整備等

人委第778-11号
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

「単身赴任手当の運用に
ついて」の一部改正につ
いて

災害時等の職員の責めに帰すること
ができない事由により、届出を行う
ことができないと認められる期間を
除き、要件具備等の事実が生じた日
から１５日以内に提出されたとき
は、事実の生じた日の翌月（その日
が月の初日であるときは、その日の
属する月）から支給開始または増額
改定とするため所要の改正



文書番号 公布年月日
(施行・適用年月日）

件     名 概     要

人委第778-12号
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

「職員の特殊勤務手当の
運用について」の一部改
正について

（１）警察業務手当の支給対象に、
「指定通訳官が従事する犯罪の捜査
等に伴う通訳業務」が含まれる旨を
規定
（２）「特殊勤務手当における警察
業務手当の取扱いについて（通
知）」を廃止し、同内容を「職員の
特殊勤務手当の運用について（通
知）」に規定

人委第778-13号
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

「特殊勤務手当における
警察業務手当の取扱いに
ついて」の廃止について

「職員の特殊勤務手当の運用につい
て」の一部改正に伴い廃止


